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協会の概要

• 設立 2000（平成12）年3月
• 保健医療福祉に関係する職能団体、施設等介
護保険サービスに関係する21団体で設立

• 大阪府下8ブロックより会員理事選出
• 2000（平成12）年8月 倫理綱領制定

• 会員数 約2700人
• 市区町村支部数 63支部
• 介護支援専門員法定研修指定、介護支援専門
員証登録事務等受託（27年度 5836人）
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大阪介護支援専門員協会
研修センター

（１）介護支援専門員の研修環境設定

及び調整機能の構築

（２）研修内容の企画・実施

（３）法定・法定外研修講師調整

（４）研修テキスト、各種教材編集・作成

（５）大阪府介護支援専門員研修

実施団体連絡協議会事務局運営

（６）その他研修に関わる事業（学術研究部）

（例；「ケアマネジャーのための医療知識研修」、
「リハビリテーションマネジメントのあり方」）

3



4



主任介護支援専門員更新要件（通知）

• ①介護支援専門員研修の企画、講師やファ
シリテーターの経験がある者

• ②地域包括支援センターや職能団体等によ
る法定外の研修等において年4回以上参加

• ③日本ケアマネジメント学会研究大会で発表
• ④ 同 学会認定ケアマネジャー

• ⑤主任介護支援専門員の業務に十分な知識
と経験を有し、都道府県が適当と認める者
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2015（平成27）年度 法定研修関係

（１）主任介護支援専門員研修 52日間 555名
（２）更新研修 ・実務未経験者 49日間 903名

・専門Ⅰ 16日間 831名
・専門Ⅱ 2243名

（３）現任研修 ・実務従事者基礎 3日間 60名
・専門Ⅰ 12日間 312名
・専門Ⅱ 294名

（４）実務研修講師調整 28コース×6日
（５）介護支援専門員研修講師養成事業登録46名
（６）介護支援専門員見学研修環境整備事業

583事業者
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市町村介護給付費適正化事業

• 10自治体より受託 協力委員（会員）25名
• ケアプラン総数 個別評価 1343件
• 地域評価 13件

その他法定外研修（別紙）

• 「ケアプラン自己点検研修」120名×4日
• 「課題分析表・評価表を書いてみよう」4日
• 「主任介護支援専門員フォローアップ研修」
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ケアプランチェックについて①

• 「ケアプラン点検支援マニュアル」
（厚生労働省 刊）を活用

• 介護給付費適正化事業適正化の目的
↓

• 1）介護認定の適正化
• 2）ケアマネジメント等の適正化
• 3）事業者のサービス提供体制及び介護報酬
請求の適正化

11



ケアプランチェックについて②

• 介護給付費適正化事業の中のケアマネジメ
ント適正化の内容

• 1）住宅改修等に関する適正化
• 2）ケアマネジャーの資質・専門性の向上
• 3）ケアプラン点検

• ２）と３）の住み分けは難しい
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ケアプランチェックについて③

• 全国的な取り組みの内容
• 1）訪問とケアプランの取り寄せによる助言
• 2）ケアマネジャーの事例研究会
• 3）書類提出後の対面指導
• ４）事前利用者の訪問、ケアプラン点検後指
導者とケアマネジャーが一緒に訪問

• ５）マニュアル冊子の配布
• ６）主治医意見書及び訪問調査との突合
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ケアプランチェックについて④

• 介護支援専門員、保険者への報告書内容
• ４）サービス担当者会議が適切に行われてい
るか。欠席者からの意見照会や各自の役割
分担など合意を得ているか。

• ５）特定のサービス・特定の事業所に偏って
ないか。また適正なサービス量か。

• ６）総合評価
• これ以外に自己評価研修事業などがある
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介護支援専門員（ケアマネジャー）の公正・中立性の確保について

○ 制度改正や報酬改定等により、ケアマネジャーの公正・中立性を確保するための対策を講じてきた。

介護保険制度改正

介護報酬改定

その他

【平成17年介護保険制度改正】
○ 更新制（５年）を導入。
○ 主任ケアマネジャーを導入。
○ ケアマネジャー１人当たりの標準担当件数を「50件」から「35件」へ変更。
○ 居宅介護支援事業所の管理者をケアマネジャーに限定。

【平成18年度報酬改定】
○ 特定事業所集中減算の創設：正当な理由なく、特定の事業所に偏るケアプランを作成した場合は減算。
○ 特定事業所加算の創設：中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行ったり、専門性の高い人材を確保するなど、質
の高いケアマネジメントを実施している事業所に対して加算を実施。

【平成21年度報酬改定】
○ 特定事業所加算をより取得しやすくするため、特定事業所加算Ⅱを創設。

【平成24年度報酬改定】
○ 質の高いケアマネジメントを推進していく観点から、加算の取得要件を見直す。〈特定事業所加算Ⅱの要件の追加〉
・介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
・地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供していること。等。

【介護給付適正化事業（ケアプラン点検）の実施】
○ 不適正な報酬算定等の発見、ケアプランの質の向上等のために、各保険者において、介護給付費適正化事業としてケアプ
ランの点検を実施（実施保険者の割合 平成22年度：64.7% → 平成23年度：61.0%）

○ 実施した保険者の14.9％は過誤申立てにつながったと回答。 15



ケアプランの適正化に向けた今後の対応方針

○ ケアプランの適正化を進めるにあたり、現状の取組を強化していくこと
も含め、短期的・中期的な視点で以下の対応を検討する。

○ケアプラン点検の強化
⇒ 集合住宅の入居者に焦点を当てたケアプラン点検

○国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システムの活用の推進

○運営基準の再徹底

○サービス付き高齢者向け住宅等の居住者に係るケアプラン等の実態調査
⇒ 集合住宅の入居者を対象としたケアマネジメントの実態に関する調査研究事業
（平成24年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（平成26年度調査））

○不適切事例及び不正事例の収集・検証と周知

○特定事業所集中減算のあり方の検討
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ケアプランチェックについて

• ケアマネジメントの資質向上や適正化等には
間違いなく寄与していると考える

• しかしながら必要な専門職の確保など、マン
パワーに限界。各地域方針もあり、大阪府下
全体に行きわたらせるには、組織化が必要

• 重要事項についての集団指導等での伝達、
（入会促進と併せて）協会法定外研修などを
組み合わせて対策を行う必要があるか
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地域包括ケア推進を目指し、
多職種連携を進めるケアマネジャー

• かかりつけ医、病院、訪問看護ST、その他多
様な介護サービスをつなぎ、利用者・家族が
のぞむ暮らしを自宅で実現できるよう支援

• 介護サービスに関する事業者協会などを介
護支援専門員が横軸でつなぎ、認知症カフェ
等インフォーマルな支援機能向上を目指す

• しかし、さらに今後を見据え量・質を強化する
ためには、保険者である市町村と地域包括
支援センターなどのバックアップが不可欠
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医療・介護連携協会支部事例
（多層化された連携組織）

• 多職種連携包括組織 旭けあねっと

• 大阪市旭区医師会
• 大阪市旭区居宅介護支援事業者連絡会
• 大阪介護支援専門員協会旭区支部
⇒各関係団体が連携して退所・自宅復帰を支援

• 人口９２,４５５人、高齢化率２６．３％（2010年
• 訪問介護６７、訪問看護１１、通所リハ５
• 通所介護４２、居宅介護支援４７
• 介護老人福祉施設６、介護老人保健施設３
• 介護療養型医療施設０ 19



多職種協働による個別事例のケ
アマネジメントの充実と地域課
題の解決による地域包括ケアシ
ステムの構築

○高齢化の進展、相談件数の増加等に伴う業務量の増加およびセンターごとの役割に応じた人員体制を強化する。
○市町村は運営方針を明確にし、業務の委託に際しては具体的に示す。
○直営等基幹的な役割を担うセンターや、機能強化型のセンターを位置づけるなど、センター間の役割分担・連携を
強化し、効率的かつ効果的な運営を目指す。
○地域包括支援センター運営協議会による評価、ＰＤＣＡの充実等により、継続的な評価・点検を強化する。
○地域包括支援センターの取組に関する情報公表を行う。

早期診断・早期対応等により、認
知症になっても住み慣れた地域で
暮らし続けられる支援体制づくり
など、認知症施策を推進

地域医師会等との連携により、
在宅医療・介護の一体的な提供
体制を構築

市町村
運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等

都道府県
市町村に対する情報提供、助言、支援、バックアップ等

在宅医療・介護連携

認知症初期集中支援チーム
認知症地域支援推進員

介護予防の推進

地域ケア会議

包括的支援業務
介護予防ケアマネジメント

地域包括支援センター
※ 地域の実情を踏まえ、基幹的な役割のセン
ター（※１）や機能強化型のセンター（※
２）を位置づけるなどセンター間の役割分
担・連携を強化

※１ 基幹的な役割の
センター

（直営センターで実施も可）
たとえば、センター間の
総合調整、他センターの
後方支援、地域ケア推進
会議の開催などを担う

※２ 機能強化型のセンター
過去の実績や得意分野を踏
まえて機能を強化し、他の
センターの後方支援も担う

今後充実する業務については地
域包括支援センターまたは適切
な機関が実施
＜例＞
・基幹的な役割のセンターに
位置づける方法
・他の適切な機関に委託して
連携する方法
・基幹的な役割のセンターと
機能強化型のセンタ－で分
担する方法 等

高齢者のニーズとボランティア等の
地域資源とのマッチングにより、多様な主
体による生活支援を充実

多様な参加の場づくりと
リハビリ専門職の適切な関与によ
り、高齢者が生きがいをもって生
活できるよう支援

従来の業務を評価・改善す
ることにより、地域包括ケ
アの取組を充実

生活支援コーディネーター

地域包括支援センターの機能強化
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※地域ケア会議の参加者や規模は、検討内容によって異なる。

「地域ケア会議」の５つの機能

個別課題
解決機能

地域課題
発見機能

ネットワーク
構築機能

地域づくり・
資源開発
機能

政策
形成
機能

■自立支援に資するケアマネジメントの支援
■支援困難事例等に関する相談・助言
※自立支援に資するケアマネジメントとサービス提供
の最適な手法を蓄積

※参加者の資質向上と関係職種の連携促進
→サービス担当者会議の充実

■潜在ニーズの顕在化
・サービス資源に関する課題
・ケア提供者の質に関する課題
・利用者、住民等の課題 等
■顕在ニーズ相互の関連づけ

■地域包括支援ネットワークの構築
■自立支援に資するケアマネジメント
の普及と関係者の共通認識
■住民との情報共有
■課題の優先度の判断
■連携・協働の準備と調整

市町村・地域全体で開催

日常生活圏域ごとに開催

個別事例ごとに開催

個別ケースの検討 地域課題の検討

個別事例の課題解決を
蓄積することにより、

地域課題が明らかになり、普
遍化に役立つ

地域の関係者の連携を強化するとともに、
住民ニーズとケア資源の現状を共有し、
市町村レベルの対策を協議する

検討結果が個別支援に
フィードバックされる

市町村レベルの検討が円滑に進む
よう、圏域内の課題を整理する

自助・互助・共助・公
助を組み合わせた地
域のケア体制を整備

自助・互助・共助・公
助を組み合わせた地
域のケア体制を整備

地域包括

ケアシステムの実
現による

地域住民の
安心・安全と
ＱＯＬ向上

機
能

具
体
的
内
容

規
模
・
範
囲
・
構
造

■有効な課題解決方法の確立と普遍化
■関係機関の役割分担
■社会資源の調整
■新たな資源開発の検討、地域づくり

■需要に見合ったサービスの基盤整備
■事業化、施策化
■介護保険事業計画等への位置づけ
■国・都道府県への提案
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地域ケア会議について

• いわゆる対応困難事例の解決へ向けては、
必要不可欠であり、各関係機関連携と併せて
推進されている

• 一方、対応する地域包括支援センターの業
務は増加傾向にあり、人員も限られており、
介護予防ケアプランについては居宅介護支
援事業所へ委託される傾向もある（委託が推
進される場合、委託しない場合も有）

• 介護予防ケアプランは担当件数も多く、自立
支援目標達成を、適時評価し見直しできる人
員体制づくりが必要か 22
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増加する高齢者向け住宅

• 介護保険料や介護給付費は介護保険３施設
の計画的整備によって、調整されてきた。（介
護保険事業支援計画等、制度施行時）

• また、2006（平成18）年度からは特定施設入
居者生活介護、認知症ＧＨも計画対象に。

• 数年前より、介護保険施設抑制と反比例して
住宅・有料Hが増加か

• この他に届け出のない集合住宅等がある
• ひとり暮らし多いなど、都市部特有の課題か 27
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ご清聴ありがとうございました
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